
 （

株

券

廃

止

に

関

す

る

事

項

）

 

定

款

変

更

に

つ

き

通

知

公

告

 
 

当

社

は

、

平

成

三

十

一

年

三

月

一

日

付

で

株

券

を

発

行

す

る

旨

の

定

款

の

定

め

を

廃

止

す

る

こ

と

に

い

た

し

ま

し

た

の

で

公

告

し

ま

す

。

 
 

な

お

、

同

日

に

当

社

の

株

券

は

無

効

と

な

り

ま

す

。

 
 

平

成

三

十

一

年

一

月

十

八

日

 
 

 

埼

玉

県

川

口

市

上

青

木

五

丁

目

五

番

九

号

 
 

 
 

 
 

太

陽

毛

絲

紡

績

株

式

会

社

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

代

表

取

締

役

 

内

山

 

正

治

 

 


